
２０１４年度冬季の電力需給対策について
（概要）

２０１４年１０月３１日

電力需給に関する検討会合



(万kW) 東日本
３社

北海道 東北 東京
中部及び
西日本
６社

中部 関西 北陸 中国 四国 九州 ９電力 沖縄※１

供給力 7,511 620 1,516 5,375 8,925 2,530 2,612 559 1,135 527 1,562 16,436 176
最大電力需要 6,928 557 1,391 4,980 8,513 2,393 2,535 521 1,048 500 1,516 15,441 115
供給－需要 583 63 125 395 412 137 77 38 87 27 46 995 61
（予備率） 8.4% 11.4% 9.0% 7.9% 4.8% 5.7% 3.0% 7.2% 8.3% 5.5% 3.0% 6.4% 53.4%

１．2014年度冬季の電力需給は、①厳寒となるリスクや②直近の経済成長の伸び、③企業や家庭におけ

る節電の定着などを織り込んだ上で、いずれの電力管内でも電力の安定供給に最低限必要とされる予
備率3％以上を確保できる見通しである。

２．北海道電力管内も予備率11.4%を確保できる見通しであるが、他電力からの電力融通に制約がある

こと等から、昨年と同様に、電源脱落リスクへの特段の対応を行うことが必要である。なお、北海道電力
の電気料金の値上げが需要に与える影響も適切に考慮する必要がある。

2014年度冬季（２月）の見通し※

※ 2011年度並みの厳寒を想定し、直近の経済見通し、2013年度冬季の節電実績を踏まえた定着節電を織り込み。
（北海道電力及び沖縄電力管内は厳寒であった2010年度並み、東北電力及び東京電力管内は2013年度並み）

※１ 沖縄電力については、本州と連系しておらず単独系統であり、また離島が多いため予備率が高くならざるを得ない面があることに留意する必要。
※２ 規制部門において、15.33％値上げすることが認可された。ただし、激変緩和措置として、2014年11月1日から2015年3月31日までは12.43％の値上げ。

（参考）北海道電力の電力料金の値上げ※２が需要に与える影響を勘案した場合

(万kW) 東日本
３社

北海道 東北 東京
中部及び
西日本
６社

中部 関西 北陸 中国 四国 九州 ９電力 沖縄※１

供給力 7,511 620 1,516 5,375 8,925 2,530 2,612 559 1,135 527 1,562 16,436 176
最大電力需要 6,915 544 1,391 4,980 8,513 2,393 2,535 521 1,048 500 1,516 15,428 115
供給－需要 596 76 125 395 412 137 77 38 87 27 46 1008 61
（予備率） 8.6% 14.0% 9.0% 7.9% 4.8% 5.7% 3.0% 7.2% 8.3% 5.5% 3.0% 6.5% 53.4%

１．2014年度冬季の電力需給見通しについて
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２．2014年度冬季の電力需給対策について

（１） 全国（沖縄電力管内を除く）での取組
全国において「数値目標を伴わない」一般的な節電の協力を要請※１することに加え、大規模な

電源脱落により、万が一、電力需給がひっ迫する場合への備えとして、発電所等の計画外停止の
リスクを最小化するため、電力会社に対して、発電設備等の保守・保全を強化することを要請する
等の対策を講じる。また、産業界や一般消費者と連動した「節電・省エネキャンペーン」（次頁参
考）を実施する。
※１ 期間は12月1日から3月31日までの平日9時から21時まで（北海道電力及び九州電力管内については8時から21時まで）

（２） 北海道における追加的な取組
冬季の北海道の特殊性を踏まえ、計画停電を含む停電を回避するため、北海道電力に対して、

「計画停電回避緊急調整プログラム※２」を準備することを要請する。計画停電回避緊急調整プロ
グラムは、過去最大級の電源脱落（137万kW）が発生する場合でも予備率3％以上を確保できる
よう、18万kW以上の需要削減量を確保することとする。

また、自家発電設備の活用を図るため、北海道において設備の増強等を行う事業者に対して補
助を行う。
※2 予備率が1％を下回ることが予想される場合に、需要家に生産活動の一時停止や臨時休業等により、大幅に電力の使用を控えてもらう契約

（３） その他
政府は、厳寒による需要の急増や、発電所の計画外停止の状況等を不断に監視し、必要に応

じて、更なる追加的な需給対策を検討する。特に北海道においては、状況に応じて、数値目標付
きの節電協力要請を検討する。

2014年度冬季の電力需給対策
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（参考）「節電・省エネキャンペーン」の実施について
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（１）産業界や一般消費者と連動した節電・省エネの推進

１２月初頭から、一定以上の節電・省エネを宣言した一般消費者に対して省エネ家電のプレゼントを行う。また、一
般消費者の節電・省エネの行動につながるような事業者の取組や行動の改善を促す情報を発信する。

（２）政府による積極的な広報の展開

節電協力要請期間中、節電・省エネをテーマにした展示会、シンポジウム等において、政府から節電・省エネの取組を積極
的に周知する。また、具体的でわかりやすい節電メニューを作成し、各種メディアやＨＰ等により、節電・省エネを呼びかける。

全国での取組

①電力需給連絡会の開催
電力需給が厳しい北海道電力管内において、１１月中に、北海道経済産業局及び関係自治体が、産業界を集めた電力需
給連絡会を開催し、節電への協力を要請する。

②街頭キャンペーン等のイベントの実施
北海道経済産業局、関係自治体及び北海道電力が連携して、節電期間が始まる１２月初頭に、街頭で節電・省エネへの呼

びかけ等を集中的に実施する。また、北海道経済産業局において、セミナー開催、冊子配布等とともに、メディアを積極的に
活用して、家庭への周知徹底を図る。

節電協力要請期間における特別の取組

北海道における追加・重点的な取組


